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源
泉
徴
収
票
は
大
切
に
保
管（
年
金
受
給
の
皆
さ
ん
）

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
と
は

　
老
齢
年
金
を
受
給
す
る
人
の
、
１
年

間
の
年
金
の
支
払
総
額
な
ど
が
記
載
さ

れ
た
書
類
で
す
。
日
本
年
金
機
構
か
ら

１
月
下
旬
に
送
付
さ
れ
る
の
で
、
確
定

申
告
の
際
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
紛
失
し
た
と
き
な
ど
は
再
発
行
で
き

る
の
で
、
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
は
課
税
の
対

象
で
な
い
た
め
、
源
泉
徴
収
票
は
送
付

さ
れ
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
が
必
要
な
人

○
２
つ
以
上
の
年
金
を
受
け
、
扶
養
親

族
等
申
告
書
を
提
出
し
て
い
る
人

○
年
金
以
外
に
給
与
な
ど
の
収
入
が
あ

る
人

○
源
泉
徴
収
で
受
け
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
控
除
（
社
会
保
険
料
控
除
、
生

命
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
）

が
あ
る
た
め
所
得
税
を
納
め
過
ぎ
と

な
っ
て
い
る
人

問
松
山
西
年
金
事
務
所

☎（
９
２
５
）５
１
０
５【
自
動
音
声
案
内
】

保
険
健
康
課
保
険
年
金
係
☎
（
９
６
２
）
７
０
５
７

　
県
が
策
定
す
る
都
市
計
画
区
域
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
及
び
区
域
区
分
の
変
更

（
案
）
が
次
の
と
お
り
縦
覧
で
き
ま
す
。

こ
の
案
に
意
見
の
あ
る
人
は
、縦
覧
の
終

了
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。（
郵
送
に
よ
る
提
出
も
可
）

※
郵
送
の
場
合
は
１
月
28
日
金
必
着

縦
覧
期
間　
１
月
14
日
金
～
28
日
金
８

時
30
分
～
17
時
15
分
（
土
・
日
曜
日
を

除
く
）

縦
覧
場
所
・
意
見
書
提
出
先

建
設
課
（
町
役
場
２
階
）

県
都
市
計
画
課
（
県
庁
第
２
別
館
３
階
）

問
建
設
課
管
理
係
☎
（
９
６
２
）
６
０
１
０

〒
７
９
１
‐
２
１
９
５　
宮
内
１
３
９
２

県
都
市
計
画
課
☎
（
９
１
２
）
２
７
３
８

〒
７
９
０
‐
８
５
７
０　
松
山
市
一
番
町

４
‐
４
‐
２

▲
内容は

県HPを確認

　
令
和
６
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
、
町

が
行
っ
て
い
る
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業

務
を（
株
）カ
ト
ウ
へ
完
全
移
管
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
「
下
水
道
整
備
に
伴
う
一
般

廃
棄
物
処
理
業
等
の
合
理
化
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
し

尿
収
集
・
運
搬
業
者
を
支
援
し
、
適
正

な
し
尿
の
収
集
・
運
搬
体
制
の
維
持
を

図
る
た
め
で
す
。

　
現
在
ご
契
約
い
た
だ
い
て
い
る
皆
さ

ま
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
の
う
え
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

浄
化
槽
保
守
点
検
業
務
を
移
管

　
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽

保
守
点
検
時
に
配
布
す
る
チ
ラ
シ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
生
活
環
境
課
浄
化
槽
係

☎
（
９
６
２
）
７
１
３
８

松
山
広
域
都
市
計
画

区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

な
ど
の
変
更
（
案
）
が

縦
覧
で
き
ま
す

お
知
ら
せ

砥部リトルが準優勝
　「エフエム愛媛杯
（ティーボール大会）」
が行われ、砥部リト
ルが準優勝しました。
　未就学児と小学生
の団員を募集中。体
験や入団希望は、お
問い合わせください。

日程　11月 21日
場所　北条公園グランド
問長久☎（962）2446

あわてんぼうのサンタクロース

日程　12月３日
場所　町内保育所・
幼稚園

　砥部ライオンズク
ラブが「あわてんぼ
うのサンタクロース」
と園児とのプレゼン
ト交換会を開催しま
した。園児は満面の
笑顔でプレゼントを
受け取りました。
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令
和
４
年
度
就
学
援
助
制
度

砥
部
町
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
ど
な
た
で
も
ご
利
用

で
き
ま
す

蜜
蜂
飼
育
は
届
け
出
が
必
要

　
町
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
公
立
の

小
・
中
学
校
へ
児
童
生
徒
を
就
学
さ
せ

る
こ
と
が
困
難
な
保
護
者
に
対
し
て
、

学
用
品
費
や
学
校
給
食
費
な
ど
の
援
助

を
し
て
い
ま
す
。

対
象　
次
の
就
学
援
助
認
定
基
準
１
～

３
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
で
、
町

が
援
助
を
必
要
と
認
め
る
人

就
学
援
助
認
定
基
準

１　
収
入
見
込
額
か
ら
社
会
保
険
料
支

払
額
を
控
除
し
た
額
が
認
定
基
準
額

（
生
活
保
護
法
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
に
準
拠
し
算
定
し
た

額
）
の
１・３
倍
を
超
え
て
い
な
い
人

２　
次
の
①
～
⑨
の
い
ず
れ
か
の
措
置

を
受
け
た
人
（
た
だ
し
、
減
免
は
災
害

に
よ
る
場
合
の
み
）

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃
止

②
市
町
村
民
税
の
非
課
税
（
障
が
い
者
、

未
成
年
者
、
寡
婦
ま
た
は
寡
夫
の
人
の

み
）

③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

④
市
町
村
民
税
の
減
免

⑤
個
人
事
業
税
の
減
免

⑥
国
民
年
金
の
掛
金
の
全
額
免
除
（
世

帯
・
生
計
同
一
者
全
員
）

⑦
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の
減
免
、

徴
収
の
猶
予

⑧
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
の
貸
付

⑨
固
定
資
産
税
の
減
免

３　
そ
の
他
、
教
育
委
員
が
援
助
を
必

要
と
認
め
る
人

申
請
方
法　
希
望
さ
れ
る
保
護
者
は
、

子
ど
も
が
通
学
し
て
い
る
学
校
へ
相
談

し
、
学
校
に
あ
る
申
請
書
を
、
学
校
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
請
書

に
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
証
書
な
ど
必

要
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
時
期

在
校
生　
１
月
～
２
月

新
１
年
生　
４
月
上
旬
ま
で

※
年
度
途
中
で
あ
っ
て
も
随
時
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。（
た
だ
し
、
申
請
月
に

応
じ
て
、
援
助
額
を
一
部
減
額
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
）

援
助
費
用　
学
用
品
費
・
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
・
修
学
旅
行
費
・
学
校

給
食
費
・
医
療
費
・
ク
ラ
ブ
活
動
費
・

生
徒
会
費
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費
・
卒
業
ア
ル

バ
ム
代
・
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
通
信
費
な

ど※
認
定
日
に
よ
っ
て
支
給
で
き
な
い
も

の
も
あ
り
ま
す
。

問
子
ど
も
が
通
学
し
て
い
る
学
校

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係
☎
（
９
６
２)

４
８
２
０

　
砥
部
の
魅
力
を
全
国
に
発
信
す
る
た

め
に
作
成
し
た
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
、

無
料
で
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、

企
画
政
策
課
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
一
例
）　
全
16
色

使
用
例　
包
装
紙
・
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
・
商

品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
団
体
ユ
ニ
ホ
ー
ム
・

名
刺
・
段
ボ
ー
ル
・
ス
ト
ラ
ッ
プ
な
ど

▲
詳しくは
HPを確認

　
養
蜂
業
者
の
他
、
趣
味
で
飼
育
を
し

て
い
る
人
も
、
年
に
一
度
飼
育
届
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

提
出
方
法　
農
林
課
と
広
田
支
所
に
あ

る
「
蜜
蜂
飼
育
届
」
を
、
農
林
課
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
に
よ
る
提
出

も
可
）

※
申
請
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

提
出
期
限　
１
月
31
日
月

問
農
林
課
農
業
振
興
係

☎
（
９
６
２)

５
６
６
７

〒
７
９
１
‐
２
１
９
５　
宮
内
１
３
９
２

問
企
画
政
策
課
情
報
化
推
進
係

☎
（
９
６
２)

７
２
５
０

▶
詳
し
く
は

HP
を
確
認


